
道
路
交
通
法
施
行
令
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

要
綱

一

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
改
正

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
に
つ
い
て
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
（

第
一
条
関
係
）

二

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
に
つ
い
て
、
改
正
法

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
（
第
二
条
関
係
）

三

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
す
る
。
（
附
則
関
係
）


